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∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規      則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する規則 

を次のように定め、公表する。 

  令和８年３月30日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 廣  島  伸  一  

富山県教育委員会規則第２号 

   富山県教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改 

   正する規則 

 富山県教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成６年富山県教育 

委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。 

 第12条第２項を削る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                           （教・教育企画課）  

毎週月.水.金曜日発行 
令和８年３月30日 

月 曜 日 
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 富山県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定め、公表す 

る。 

  令和８年３月30日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 廣  島  伸  一  

富山県教育委員会規則第３号 

   富山県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

 富山県教育委員会行政組織規則（平成11年富山県教育委員会規則第３号）の一部 

を次のように改正する。 

 第６条第25号中「公益信託」を「旧公益信託」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

                           （教・教育企画課）  

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

訓      令 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県教育委員会文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定め、公表す 

る。 

  令和８年３月30日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 廣  島  伸  一  

富山県教育委員会訓令第２号 

                                本  庁  

                                出先機関  

                                教育機関  

   富山県教育委員会文書管理規程の一部を改正する訓令 

 富山県教育委員会文書管理規程（昭和62年富山県教育委員会訓令第１号）の一部 

を次のように改正する。 

 目次中「第５条の２」を「第５条の３」に改める。 
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 第１章中第５条の２の次に次の１条を加える。 

 （歴史的公文書の定義） 

第５条の３ この訓令において、歴史的公文書とは、次の各号に掲げる公文書をい 

 う。 

 ⑴ 県の機関の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関す 

  る重要な情報が記録された公文書 

 ⑵ 県民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された公文書 

 ⑶ 県民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された公文 

  書 

 ⑷ 県の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された公文書 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、歴史資料として重要な情報が記載されている公 

  文書 

 第47条中「永久」を「30年」に改める。 

 第50条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１ 

項の次に次の１項を加える。 

２ 室課又は出先機関等の長は、公文書について、保存期間の満了前のできる限り 

 早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史的公文書に該当するも 

 のにあつては公文書館長に移管することを、それ以外のものにあつては廃棄決定 

 をすることを定めなければならない。 

 第55条第１項中「永久」を「30年」に改める。 

 第63条第１項中「保存期間が永久の公文書であつて相当の期間が経過したもの又 

は」を削る。 

 第66条の見出し中「歴史的価値のある公文書」を「歴史的公文書」に改め、同条 

中「に歴史的価値がある」を「が歴史的公文書に該当する」に改める。 

 別表第３を次のように改める。 

別表第３（第48条関係）                           
 

事項 業務の区分 公文書の類型 保存期間 

１ 教育 

 委員会 

⑴ 教育委員会の 

 施策及び事業に 

ア 教育委員会の長期的な計画の策定に 

 関する公文書 

30年 
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 の施策 

 及び事 

 業に関 

 する公 

 文書 

 関する計画及び 

 方針に関する事 

 項 

イ 附属機関の答申、建議又は意見が記 

 録されたもの 

30年 

ウ 国際協定の締結に関する公文書 30年 

エ 事務及び事業の方針、計画又は基準 

 に関する公文書で重要なもの 

10年 

オ 所管行政上の重要な施策の決定に関 

 する公文書 

10年 

カ 事務及び事業の方針、計画又は基準 

 に関する公文書 

５年 

キ 業務上の参考としたデータ ３年 

ク その他所管行政上の軽易な事項に係 

 る意思決定に関する公文書 

１年 

⑵ 複数の実施機 

 関による申合せ 

 に関する事項 

ア 複数の実施機関による申合せに関す 

 る公文書で重要なもの 

10年 

イ 複数の実施機関による申合せに関す 

 る公文書 

５年 

⑶ 民間との協定､ 

 協議、申合せ等 

 に関する事項 

ア 民間との協定、協議、申合せ等に関 

 する公文書で重要なもの 

30年 

イ 民間との協定、協議、申合せ等に関 

 する公文書 

10年 

⑷ 後援、共催等 

 に関する事項 

教育委員会の名義後援又は共催に関する

公文書 

５年 

２ 例規 

 等に関 

 する公 

 文書 

 

 

⑴ 条例の制定､ 

 改正又は廃止に 

 関する事項 

条例の制定、改正又は廃止に関する公文 

書 

30年 

⑵ 規則、訓令そ 

 の他の規程の制 

 定、改正又は廃 

 止等に関する事 

 項 

ア 規則、訓令又は重要な告示の制定、 

 改正又は廃止に関する公文書 

30年 

イ 条例、規則等の解釈又は運用の基準 

 に関する公文書 

 

30年 

⑶ 公示等に関す 

 る事項 

ア 告示の制定、改正又は廃止に関する 

 公文書 

10年 
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  イ 要綱、要領等の制定、改正又は廃止 

 に関する公文書 

10年 

ウ 告示以外の公示に関する公文書 ５年 

⑷ 公印の管理に 

 関する事項 

公印の新調、改刻又は廃止に関する公文

書 

30年 

⑸ 国の行政機関 

 及び本県の通知 

 等に関する事項 

ア 国の行政機関からの通知等の公文書 

 で例規に関するもの 

30年 

イ 本県の通知等の公文書で例規に関す 

 るもの 

30年 

ウ 国の行政機関からの通知等の公文書 

 で例規に関するもの以外のもの 

10年 

エ 本県の通知等の公文書で例規に関す 

 るもの以外のもの 

10年 

⑹ 他の地方公共 

 団体に対して示 

 す基準に関する 

 事項 

ア 他の地方公共団体に対して示す基準 

 の制定、改正又は廃止に関する公文書 

30年 

イ 他の地方公共団体に対して示す基準 

 に関する公文書で軽易なもの 

５年 

３ 行政 

 組織、 

 人事及 

 び管理 

 運営に 

 関する 

 公文書 

⑴ 行政組織及び 

 職員定数に関す 

 る事項 

ア 行政組織、職員定数及び管理運営に 

 関する公文書で重要なもの 

30年 

イ 行政組織、職員定数及び管理運営に 

 関する公文書 

10年 

ウ 行政組織及び職員定数の要求に関す 

 る説明資料等 

３年 

⑵ 職員の人事に 

 関する事項 

ア 教育長及び教育委員会の委員の任免 

 に関する公文書 

30年 

イ 職員の任免、進退、身分若しくは賞 

 罰、恩給及び給与に関する公文書で重 

 要なもの 

30年 

ウ 教育長の事務引継書 30年 

エ 決裁権限を有する者の事務引継書 ５年 

オ 人事評価に関する公文書 ３年 

カ 非常勤職員及び臨時職員の雇用に関 

 する公文書 

３年 
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  キ 職員の任免、進退、身分若しくは賞 

 罰、恩給及び給与に関する公文書 

３年 

ク 職務専念義務免除又は営利企業等従 

 事許可に関する公文書 

３年 

ケ 休暇その他の服務に関する公文書 ３年 

コ 研修計画に関する公文書 ３年 

サ 人事一般に関する公文書で軽易なも 

 の 

１年 

シ 非常勤職員及び臨時職員の雇用に関 

 する公文書で軽易なもの 

１年 

４ 財政 

 に関す 

 る公文 

 書 

⑴ 予算及び決算 

 に関する事項 

ア 予算及び決算の基本的事項に関する 

 公文書 

30年 

イ 予算及び決算に関する公文書 ５年 

ウ 予算の要求に関する説明資料等 ３年 

⑵ 起債に関する 

 事項 

ア 起債に関する公文書で重要なもの 30年 

イ 起債に関する公文書 ３年 

⑶ 財務会計に関 

 する事項 

ア 適格請求書等保存方式に関する公文 

 書 

10年 

イ 歳入、歳出その他現金出納に関する 

 公文書 

５年 

ウ 請求書又は領収書（アに該当するも 

 のを除く。） 

５年 

エ 入札の執行に関する公文書 ５年 

オ 旅行命令簿 ５年 

カ 決議書（支出決議書等） ５年 

キ 会計帳簿類 ５年 

ク 財務会計に関する公文書で軽易なも 

 の 

３年 

⑷ 県税等に関す 

 る事項 

ア 県税等の賦課及び徴収に関する公文 

 書で重要なもの 

30年 

イ 県税等の賦課及び徴収に関する公文 

 書 

５年 
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  ウ 県税等の賦課及び徴収に関する公文 

 書で軽易なもの 

３年 

エ 県税等の賦課及び徴収に関する公文 

 書で特に軽易なもの 

１年 

５ 補助 

 金、助 

 成金等 

 に関す 

 る公文 

 書 

補助金、助成金等

に関する事項 

ア 補助金、助成金、貸付金、出資等の 

 制度の新設、改正又は廃止に関する公 

 文書 

30年 

イ 補助金等の交付決定に関する公文書 ５年 

ウ 補助事業等の遂行状況又は実績に関 

 する報告書 

５年 

エ 国庫支出金の交付申請又は実績報告 

 に関する公文書 

５年 

６ 公共 

 事業に 

 関する 

 公文書 

公共事業に関する

事項 

ア 大規模又は特に重要な公共事業に関 

 する公文書 

30年 

イ 公共事業に関する公文書で重要なも 

 の 

10年 

ウ 公共事業に関する公文書 ５年 

エ 公共事業に関する公文書で軽易なも 

 の 

３年 

オ 公共事業に関する公文書で特に軽易 

 なもの 

１年 

７ 監査 

 及び検 

 査に関 

 する公 

 文書 

⑴ 住民監査及び 

 包括外部監査に 

 関する事項 

住民監査及び包括外部監査に関する公文

書 

10年 

⑵ 会計検査に関 

 する事項 

会計検査院の会計検査に関する公文書 10年 

⑶ 内部監査に関 

 する事項 

監査、検査等に関する公文書 ５年 

８ 県議 

 会に関 

 する公 

 文書 

県議会に関する事

項 

ア 議案を議会に提出するための公文書 

 （２の項、14の項又は16の項に該当す 

 るものを除く。） 

30年 

イ 県議会に関する公文書で重要なもの 10年 

ウ 常任委員会へ提出するための資料 ３年 
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９ 審議 

 会及び 

 重要な 

 会議に 

 関する 

 公文書 

⑴ 審議会、委員 

 会等の設置、議 

 事の決定等に関 

 する事項 

ア 審議会、委員会等の設置に関する公 

 文書 

10年 

イ 各種審議会等の審議資料、議事録、 

 議事要旨その他の資料で重要なもの 

10年 

ウ 各種審議会等の審議資料、議事録、 

 議事要旨その他の資料 

３年 

⑵ 会議等に関す 

 る事項 

ア 重要な会議に関する公文書 30年 

イ 協議が行われる会議等に関する公文 

 書 

３年 

ウ 会議開催通知に関する公文書 １年 

10 県広 

 報に関 

 する公 

 文書 

広報及び公聴に関

する事項 

広報及び公聴に関する公文書 ５年 

11 請願､ 

 陳情、 

 要望等 

 に関す 

 る公文 

 書 

請願、陳情、要望

等に関する事項 

請願、陳情、要望等に関する公文書 ５年 

12 栄典 

 及び表 

 彰に関 

 する公 

 文書 

栄典及び表彰に関

する事項 

ア 叙位、叙勲、褒章又は富山県表彰規 

 則（昭和60年富山県規則第17号）若し 

 くは富山県教育委員会表彰等規則（昭 

 和31年富山県教育委員会規則第６号） 

 に基づく表彰に関する公文書 

30年 

イ 富山県表彰規則又は富山県教育委員 

 会表彰等規則に基づく感謝状の贈呈に 

 関する公文書 

５年 

ウ 表彰の授与に関する公文書 ５年 

13 統計､ 

 調査及 

 び試験 

⑴ 統計、調査等 

 に関する事項 

ア 統計、調査等に関する公文書で重要 

 なもの 

30年 

イ 統計、調査等に関する公文書 ３年 
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 研究に 

 関する 

 公文書 

⑵ 試験研究機関 

 における試験及 

 び研究に関する 

 事項 

ア 施策の決定又は遂行に反映させるた 

 めに実施した試験及び研究の結果報告 

 書 

30年 

イ 試験及び研究に関する公文書で定例 

 的なもの 

３年 

14 公有 

 財産に 

 関する 

 公文書 

 

⑴ 県有財産に関 

 する事項 

ア 議会の議決に付すべき契約及び財産 

 の取得又は処分に関する条例（昭和39 

 年富山県条例第11号）で定める契約及 

 び財産の取得又は処分に関する公文書 

30年 

イ 公有財産の取得及び処分に関する公 

 文書（アに該当するものを除く。） 

30年 

ウ 富山県財産管理規則（昭和40年富山 

 県規則第10号）第24条第１項第１号に 

 規定する公有財産台帳 

30年 

エ 財産の管理に関する公文書 ５年 

⑵ 県が管理する 

 国有財産に関す 

 る事項 

県が管理する国有財産に関する公文書 30年 

15 個人､ 

 法人等 

 の権利 

 義務の 

 得喪に 

 関する 

 公文書 

⑴ 許認可等の行 

 政処分に関する 

 事項 

ア 事業免許、資格免許等の許認可に関 

 する公文書 

30年 

イ 許認可等の審査基準に関する公文書 30年 

ウ その他許認可等に関する公文書で当 

 該許認可等の効果が10年を超えて存続 

 するもの 

30年 

エ 許認可等に関する公文書で当該許認 

 可等の効果が５年を超え10年以内存続 

 するもの 

10年 

オ 許認可等に関する公文書で当該許認 

 可等の効果が３年を超え５年以内存続 

 するもの 

５年 

カ 許認可等に関する公文書で当該許認 

 可等の効果が１年を超え３年以内存続 

 するもの 

３年 
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  キ 許認可等に関する公文書で当該許認 

 可等の効果が１年以内存続するもの 

１年 

⑵ 不利益処分に 

 関する事項 

ア 不利益処分の処分基準に関する公文 

 書 

30年 

イ 欠格期間が５年以上の不利益処分に 

 関する公文書 

10年 

ウ 許認可等の取消しに関する公文書 ５年 

エ 資格剥奪に関する公文書 ５年 

オ 欠格期間が３年以上５年未満の不利 

 益処分に関する公文書 

５年 

カ 欠格期間が１年以上３年未満の不利 

 益処分に関する公文書 

３年 

⑶ 認可法人の監 

 督に関する事項 

ア 認可法人の設立又は廃止に関する公 

 文書 

30年 

イ 認可法人の管理に関する台帳 30年 

⑷ 法令又は条例 

 の規定により作 

 成すべきものと 

 される事務及び 

 事業の基本計画 

 書若しくは年度 

 計画書又はこれ 

 らに基づく実績 

 報告書等に関す 

 る事項 

ア 事務及び事業の方針及び計画書 ５年 

イ 事務及び事業の実績報告書 ５年 

ウ 指導監督の結果報告書 ５年 

エ 報告、届出、復命及び調査に関する 

 公文書 

１年 

⑸ 資格試験の実  

 施等に関する事 

 項 

ア 資格試験の実施に関する公文書 ５年 

イ 各種試験の願書及び各種試験の答案 ５年 

⑹ 行政代執行に 

 関する事項 

行政代執行に関する公文書 10年 

16 争訟 

 等に関 

 する公 

⑴ 訴訟に関する 

 事項 

ア 県又は県の機関を当事者とする訴訟 

 の判決書の正本 

30年 

イ 訴訟に関する公文書 10年 
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 文書 ⑵ 不服申立てに 

 関する事項 

ア 不服申立ての裁決又は決定に関する 

 公文書 

30年 

イ 不服申立てに関する公文書 10年 

⑶ 紛争等の解決 

 に関する事項 

ア 法律上その義務に属する損害賠償の 

 額に関する公文書 

30年 

イ 調停、あつせん、和解、仲裁その他 

 紛争等の解決に関する公文書 

10年 

17 市町 

 村の行 

 政区画､ 

 地方制 

 度等に 

 関する 

 公文書 

⑴ 県及び市町村 

 の廃置分合、改 

 称、境界変更等 

 に関する事項 

県及び市町村の廃置分合、改称、境界変

更等に関する公文書 

30年 

⑵ 権限移譲、共 

 同処理等に関す 

 る事項 

国から県への権限移譲、県から市町村等

への権限移譲、広域化に伴う共同処理等

に関する公文書 

30年 

18 防災 

 及び危 

 機管理 

 に関す 

 る公文 

 書 

防災及び危機管理

に関する事項 

ア 警戒区域等の指定に関する公文書 30年 

イ 防災及び危機管理に関する公文書 30年 

19 式典､ 

 行事等 

 及び災 

 害、事 

 件等に 

 関する 

 公文書 

⑴ 式典、行事等 

 に関する事項 

ア 式典、行事等に関する公文書で重要 

 なもの 

30年 

イ 行幸啓等の対応に関する公文書 30年 

ウ 定例的な式典、行事等に関する公文 

 書 

５年 

⑵ 災害、事件等 

 に関する事項 

ア 災害、事件等に関する公文書で重要 

 なもの 

30年 

イ 災害、事件等に関する公文書 10年 

20 県の 

 史跡、 

 文化財 

 等に関 

 する公 

県の史跡、文化財

等に関する事項 

ア 県の史跡、文化財等に関する公文書 

 で重要なもの 

30年 

イ 県史編さんの資料となつた公文書 10年 
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 文書    

21 その 

 他の公 

 文書 

⑴ 台帳等に関す 

 る事項 

 

ア 原簿、台帳その他の基本となる帳簿 

 又は帳票で重要なもの 

30年 

イ 台帳、帳簿、名簿等 10年 

ウ 台帳、帳簿、名簿等で軽易なもの ３年 

⑵ 決裁文書の管 

 理を行うための 

 帳簿若しくは帳 

 票又は公文書の 

 廃棄若しくは移 

 管の状況が記録 

 された帳簿若し 

 くは帳票（第63 

 条第３項に規定 

 する記録を含む｡) 

 に関する事項 

ア 第52条第２項に規定する文書引継 

 （置換）票及び第55条第４項に規定す 

 る文書引継（置換）票の写し 

30年 

イ 第60条に規定する廃棄決定をする公 

 文書の目録 

30年 

ウ 第63条第３項に規定する記録 30年 

エ 県報 30年 

オ 第11条第３項第１号に規定する特殊 

 文書等受領簿 

10年 

⑶ 情報公開及び 

 個人情報保護に 

 関する事項 

情報公開及び個人情報保護に関する公文

書 

10年 

⑷ 通知、照会等 

 に関する事項 

事案照会に関する公文書 １年 

⑸ 前各項に掲げ 

 る事項以外の事 

 項 

ア 前各項に掲げる公文書に類するもの 

 その他30年間保存する必要があると認 

 められるもの 

30年 

イ 前各項に掲げる公文書に類するもの 

 その他10年間保存する必要があると認 

 められるもの 

10年 

ウ 前各項に掲げる公文書に類するもの 

 その他５年間保存する必要があると認 

 められるもの 

５年 

エ 前各項に掲げる公文書に類するもの 

 その他３年間保存する必要があると認 

 められるもの 

３年 
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オ 前各項に掲げる公文書に類するもの 

 その他１年間保存する必要があると認 

 められるもの 

１年 

 様式第１号の備考の２中「又は「永久」」を削る。 

 様式第14号の２中「永」を「30」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令の施行の日前に職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画又は電 

 磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することので 

 きない方式で作られた記録をいう。）については、この訓令による改正後の富山 

 県教育委員会文書管理規程（次項において「新訓令」という。）第47条、第50条 

 第２項、第55条第１項及び別表第３の規定は、適用しない。 

３ この条例の施行の際現に富山県公文書館の書庫において歴史的価値のある公文 

 書として保存されている公文書は、新訓令第５条の３に規定する歴史的公文書と 

 みなす。 

４ この訓令による改正前の富山県教育委員会文書管理規程に定める様式による用 

 紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                           （教・教育企画課）  

 

 

 富山県立学校文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定め、公表する。 

  令和８年３月30日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 廣  島  伸  一  

富山県教育委員会訓令第３号 

                                県立学校  

   富山県立学校文書管理規程の一部を改正する訓令 



  14  令和８年３月 30日    富 山 県 報          号 外⑵   

 

 富山県立学校文書管理規程（平成４年富山県教育委員会訓令第６号）の一部を次 

のように改正する。 

 目次中「第４条の２」を「第４条の３」に改める。 

 第１章中第４条の２の次に次の１条を加える。 

 （歴史的公文書の定義） 

第４条の３ この訓令において、歴史的公文書とは、次の各号に掲げる公文書をい 

 う。 

 ⑴ 県の機関の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関す 

  る重要な情報が記録された公文書 

 ⑵ 県民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された公文書 

 ⑶ 県民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された公文 

  書 

 ⑷ 県の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された公文書 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、歴史資料として重要な情報が記載されている公 

  文書 

 第42条中「永久」を「30年」に改める。 

 第43条の２第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条 

第１項の次に次の１項を加える。 

２ 校長は、公文書について、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期 

 間が満了したときの措置として、歴史的公文書に該当するものにあっては公文書 

 館長に移管することを、それ以外のものにあっては廃棄決定をすることを定めな 

 ければならない。 

 第51条第１項中「保存期間が永久の公文書であって相当の期間が経過したもの又 

は」を削る。 

 第54条の見出し中「歴史的価値ある公文書」を「歴史的公文書」に改め、同条中 

「歴史的価値がある」を「歴史的公文書に該当する」に改める。 

 様式第１号の備考の２中「又は「永久」」を削る。 

 様式第７号の２中「永」を「30」に改める。 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令の施行の日前に職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画又は電 

 磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することので 

 きない方式で作られた記録をいう。）については、この訓令による改正後の富山 

 県立学校文書管理規程（次項において「新訓令」という。）第42条及び第43条の 

 ２第２項の規定は、適用しない。 

３ この条例の施行の際現に富山県公文書館の書庫において歴史的価値のある公文 

 書として保存されている公文書は、新訓令第４条の３に規定する歴史的公文書と 

 みなす。 

４ この訓令による改正前の富山県立学校文書管理規程に定める様式による用紙は、 

 当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                           （教・教育企画課）  

 

 

 富山県教育委員会職員き章に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定め、 

公表する。 

  令和８年３月30日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 廣  島  伸  一  

富山県教育委員会訓令第４号 

                                本  庁  

                                出先機関  

                                教育機関  

   富山県教育委員会職員き章に関する規程の一部を改正する訓令 

 富山県教育委員会職員き章に関する規程（昭和36年富山県教育委員会訓令第２号） 

の一部を次のように改正する。 

 第１号様式中「銀」を「銅」に、「金張り」を「金メッキ」に改める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令の施行の際現に交付されているこの訓令による改正前の第１号様式に 

 よる富山県教育委員会職員き章は、この訓令による改正後の第１号様式による富 

 山県教育委員会職員き章とみなす。 

                           （教・教育企画課）  

 

 

 富山県教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定め、公表す 

る。 

  令和８年３月30日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 廣  島  伸  一  

富山県教育委員会訓令第５号 

                                本  庁  

                                出先機関  

                                教育機関  

   富山県教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令 

 富山県教育委員会事務決裁規程（昭和63年富山県教育委員会訓令第１号）の一部 

を次のように改正する。 

 別表第１の４特定専決事項の表中「公益信託」を「旧公益信託」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

                           （教・教育企画課）  
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 富山海区漁業調整委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定め、 

公表する。 

  令和８年３月30日 

                   富山海区漁業調整委員会 

                      会 長 網  谷  繁  彦  

富山海区漁業調整委員会訓令第１号 

                       富山海区漁業調整委員会事務局  

                                      

   富山海区漁業調整委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令 

 富山海区漁業調整委員会事務局処務規程（昭和39年富山海区漁業調整委員会訓令

第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 別記様式中「銀」を「銅」に、「金張り」を「金メッキ」に改め、     を 

 

     に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令の施行の際現に交付されているこの訓令による改正前の別記様式によ 

 る富山海区漁業調整委員会事務局職員き章は、この訓令による改正後の別記様式 

 による富山海区漁業調整委員会事務局職員き章とみなす。 
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